
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

【一者応札・応募の改善に向けた審査・管理の強化】
①　競争入札及び企画競争を実施する案件について、手続きを開始
する際には前回の同種事業の一般競争入札等において一者応札又
は一者応募となった事業について「一者応札・応募の改善チェックリス
ト」を活用し、競争性を向上させる取組を実施する。

②　一者応札・応募になった案件について、応札・応募しなかった業者
に対し、その理由を確認するためのアンケート調査又はヒアリングを
実施し、一者応札の改善に活用する。

③　一者応札・応募になった案件等を中心に、契約監視委員会等によ
る事後検証を行う。特に、前年度に引き続き一者応札・応募となった
案件を重点的に検証対象とし、一者応札・応募に係るアンケート調査
又はヒアリングの結果を踏まえ、一者応札・応募の改善の取組を検証
する。

④　上記③のうち、公益法人が２年連続一者応札・応募で受注してい
る案件等は、調達担当局課による点検・見直しの結果を取りまとめて
公表する。

⑤　契約監視委員会等による個別審査の対象となった一者応札、応
募案件について、その要因分析をとりまとめて公表するとともに、検証
を踏まえた成果について次年度の同委員会に報告する。

令和2年度の競争契約及び企画
競争による随意契約の契約件数
5,052件のうち８％（件数ベース）
が一者応札・応募の契約である
が、事前事後の改善取組や外部
有識者による事前事後の検証な
どにより、当該割合は改善可能と
考えられるため。

Ａ -

前年度に引き続き一者応札・
応募となった案件を重点的に
契約監視委員会等の事後検証
対象とすることにより、競争性
の向上に努める。

令和5年3月
まで

Ａ - Ａ

②　アンケート調査については235件（令和3
年度第4四半期～令和4年度第3四半期分）
の回答を徴取することができた。今後、回答
内容を基に一者応札・応募の要因分析を行
い、今後の競争性の確保に活用することと
している。

③　契約監視委員会を6月、9月、12月、3月
の計4回開催し、32件の契約案件の個別審
査することにより、一者応札・応募となった
要因等を詳細に追究することができた。

⑤　昨年度に個別審査した一者応札・応募
案件16件のうち、4件については今年度に
おいて複数者応札となり、1件については随
意契約事前確認公募に移行した上で価格
交渉を行ったことで、それぞれ競争性や経
済性を確保することができた。

①　一者応札・応募の改善に向けて、公告・公募
期間の延長や仕様書の完全性の向上、調達予定
情報の充実等、実効性のある改善方策を実行す
ることで競争性の確保が図られた。

④　公益法人が2年連続して一者応札・応募で受
注している案件等については、個別案件ごとに改
善方策を策定することで、今後の競争性の確保に
活用することとしている。

包括的な一者応札・応募の要因分析と競争性向
上のための改善策を取りまとめたことで、当省の
調達改善の取組全体をアップデートすることがで
きた。

随時 - 引き続き実施する。

【調達情報の提供・開示】
①　新規競争参加者の確保を図るため、引き続き、調達予定情報を半
期毎にホームページで公表する。

②　教育関係機関や研究機関を主な対象とする事業のうち、企画競
争によるものを中心とした「公募情報」を引き続きホームページにて公
表する。

③　メールマガジンの活用による文部科学省での企画競争・公募等の
公表、一般競争入札情報に関する調達情報配信を図る。

④　契約に係る透明性の確保を図るため、引き続き、「公共調達の適
正化について」（H18.8.25財務大臣通知）に基づき、契約案件毎に、契
約の相手方、契約金額等の契約情報をホームページで公表する。

調達予定情報や契約情報の公表
や様々なコンテンツにより調達情
報を発信することで、契約の公平
性、透明性、競争性の向上に効
果的であると考えられるため。

Ｂ -

調達予定情報や契約情報を引
き続きホームページにて公表
し、ホームページ閲覧者の利
便性に配慮するとともに、もっ
て契約の公平性、透明性、競
争性の向上に努める。

令和5年3月
まで

Ｂ - Ａ

①　386件の調達予定情報を事前に公表す
ることにより、企業等の応札・応募に向けた
準備期間を確保し、競争性の向上を図っ
た。

①②③④　調達予定情報や公募情報、契約情報
等の情報発信を適切に実施することにより、特に
新規参入業者等の応札・応募意欲を喚起すること
で、競争性の向上を図った。

随時 - 引き続き実施する。

【随意契約事前確認公募の実施】
①複数年度に亘り一者応札・応募となっている調達案件のうち、契約
監視委員会等による事後検証の結果、特殊な技術や設備等が不可
欠であり、今後の調達においても特定の者だけが事業を実施し得るこ
とが見込まれるものについては、必要となる特殊な技術又は設備を明
示した上で契約の相手方を公募する「随意契約事前確認公募」を実施
し、当該技術等を有している者がいないことを確認する。

②上記①により随意契約事前確認公募を実施することとした案件につ
いて、公募期間中以外でも新規参入希望者の発掘が可能となるよう、
ホームページでの恒常的な公表を行う。

③価格交渉実施要領に基づき、上記①により当該技術等を有してい
る者がいないことを確認できた一部の調達案件及び著作権等により
調達先が特定されている一部の調達案件について、契約事務担当者
が、仕様書を作成した段階でそれを契約予定者に提示した後、契約
予定者の作成した積算内訳書に積算を見直せる余地が無いかを確
認する取組等（価格交渉）によって、調達案件に適切な仕様及び価格
となるよう、調達コスト削減に努める。なお、価格交渉を実施した事例
について省内内部部局及び外局等に対して情報共有を行う。

複数年度に亘り一者応札・応募と
なっている調達のうち、特殊な技
術や設備等が不可欠な調達につ
いては随意契約へ移行し、契約
予定者の提示する価格に見直せ
る余地がないかを確認すること
で、一者応札・応募の改善や経済
性の向上に効果的でると考えら
れるため。

A＋ H27

随意契約事前確認公募への移
行が適切と認められる調達案
件について、随意契約事前確
認公募を実施する。
上記手続きにより随意契約事
前確認公募を実施した案件に
ついて、ホームページでの恒
常的な公表を行う。
随意契約事前確認公募に移行
した調達案件や、調達先が特
定されている調達案件のうち
価格交渉の余地があると考え
られるものについて価格交渉
を実施し、事例について省内
内部部局及び外局等に情報共
有に努める。

令和5年3月
まで

A＋ H27 Ａ

③　随意契約事前確認公募を行った20件に
ついて価格交渉を実施した結果、契約予定
者が当初提示した価格から約1,460万円
（0.8%）の削減効果があった。

①　価格交渉による経済性の確保に加えて、形式
的な入札を取りやめることによる事務コストの低減
も含めたトータルコストの低減につながった。

随時 -

引き続き実施するものの、取
組が定着したことにより大幅
な削減効果が見込めないこ
とから、計画からは削除する
こととする。

○
企画競争及び総合評価
落札方式の適正な審査

企画競争及び総合評価落札方式の審査の際には、「「競争性のある
随意契約」運用の標準マニュアル」等に基づき適正な審査を実施する
とともに、契約を取り巻く状況に合わせ適宜マニュアルの見直しを行
う。

企画競争は価格による競争の要
素が含まれない随意契約であり、
総合評価落札方式においても、
価格以外の要素を価格と併せて
評価することから、その審査には
透明性等が求められると考えられ
るため。

Ａ H28

「「競争性のある随意契約」運
用の標準マニュアル」等につい
て、契約を取り巻く状況に合わ
せ必要に応じて見直しを行う。

令和5年3月
まで

Ａ H28 Ａ －

総合評価落札方式に新たに導入された「賃上げを
実施する企業に関する評価」や「ワークライフバラ
ンスに関する評価」について、内部監査組織が調
達担当部署からの契約伺いの際、マニュアルや事
務連絡に基づき、適正な手続きが行われているこ
とを点検・確認することで、各施策の目的達成に
寄与した。また、賃上げを実施した企業が落札者
となった契約については、事業終了後に実際に賃
上げが行われたかをフォローアップすることとされ
ているため、該当する契約に係る情報を会計課で
一元的に把握し、事後検証を適切に行えるように
している。

随時 -

引き続き実施するものの、取
組が定着したことにより大幅
な削減効果が見込めないこ
とから、計画からは削除する
こととする。

○
調達事務のデジタル化
の推進

入札説明会のオンラインによる実施や電子メールによる見積書や請
書等の徴取に努めるとともに、電子調達システムによる電子入札・電
子契約を推奨する旨を事業者に周知する。また、環境が整った部局
から可能な限り電子調達システムを活用した入札を行うこととし、前年
度の電子入札・契約率を上回るように努める。

A R4

電子調達システムによる電子
入札などにより、調達事務の効
率化や事業者の負担軽減を図
る。あわせて、前年度の電子
入札・契約率を上回るように務
める。（参考：令和２年度の電
子入札率約70％、電子契約率
約0.3％）

令和5年3月
まで

A R4 Ａ

令和4年度における電子応札率は、昨年度
における率を上回った。（令和4年度：約
44％、令和3年度：約42％）。また、電子契
約率も同様に上回った（令和4年度：約
3.4％、令和3年度：約1.8％）。

電子メールによる見積書や請書等の徴取や電子
調達システムによる電子入札・電子契約を推奨す
ることで、調達事務の効率化が図られ、事務コスト
の低減につながった。

随時

事業者に電子入札・電子契約
を促しても、設備等の事情に
より実施できない場合がある
ため、事業者側のデジタル化
について理解を深めさせてい
く必要がある。

引き続き実施する。

○
電力調達、ガス調達の
改善

電力の調達、ガスの調達について、一般競争入札により契約を行うこ
とで競争性を高め、調達コスト削減を目指す。電力の調達について
は、省エネの観点から再生可能エネルギー比率30％以上の電力調達
を実施する。

Ａ H28

一般競争入札により契約を行
うことが可能なものがあった場
合には、一般競争入札を実施
する。電力調達では入札にあ
たって再生可能エネルギー比
率30％以上の電力調達を実施
する。

令和5年3月
まで

Ａ H28 Ａ

一般競争入札を実施した電力調達のうちの
2件では、一般競争入札へ移行前の年度と
比較して約88万円（約6％）の削減効果が
あった。

電力の調達について一般競争入札に移行するこ
とにより競争性や透明性の確保が図られた。

随時

エネルギー価格の高騰によ
り、一般競争入札を実施して
も応札者が集まらず、高い再
生可能エネルギー比率を維
持しつつ競争性を確保しコス
トを削減することが困難になっ
ている。

引き続き実施するものの、取
組が定着したことにより大幅
な削減効果が見込めないこ
とから、計画からは削除する
こととする。

○ ○

企画競争及び総合評価落札方式の審査の際には「「競争性のあ
る随意契約」運用の標準マニュアル」等に基づき適切に審査手続
きが実施されていることを内部監査組織が点検した。

電力の調達について、電力の調達コスト削減や温室効果ガス排
出削減に向けて裾切り方式による一般競争入札を5件実施した。
なお、入札に当たっては再生可能エネルギー比率30%以上の電力
調達を実施したところ、不調となり当該比率を達成できなかった案
件があった。

入札説明会のオンラインによる実施や電子メールによる見積書や
請書等の徴取に努めたほか、電子調達システムによる電子入札・
電子契約を推奨する旨を事業者に周知した。

競争環境の整備

令和4年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標難
易
度

具体的な取組内容
取組の
開始年
度

重点的な取組の
選定理由

取組の項目

令和４年度年度末自己評価結果（対象期間：令和４年４月１日～令和５年３月31日）

①複数年度に亘り一者応札・応募となっている調達案件のうち、
契約監視委員会等による事後検証の結果、特殊な技術や設備等
が不可欠であり、今後の調達においても特定の者だけが事業を実
施し得ることが見込まれるものについては、必要となる特殊な技術
又は設備を明示した上で契約の相手方を公募する「随意契約事
前確認公募」を実施し、当該技術等を有している者がいないことを
確認する随意契約事前確認公募の活用を促した。

②上記①により随意契約事前確認公募を実施することとした案件
について、公募期間中以外でも新規参入希望者の発掘が可能と
なるよう、ホームページでの恒常的な公表を行った。

③価格交渉実施要領に基づき、上記①により当該技術等を有して
いる者がいないことを確認できた一部の調達案件及び著作権等
により調達先が特定されている一部の調達案件について、契約事
務担当者が、仕様書を作成した段階でそれを契約予定者に提示
した後、契約予定者の作成した積算内訳書に積算を見直せる余
地が無いかを確認する取組（価格交渉）を促し、調達コスト削減に
努めた。なお、価格交渉を実施した事例について省内内部部局及
び外局等に対して情報共有を行った。

実施した取組内容難易度
今後の計画に反映する

際のポイント
取組の
開始年度

実施において
明らかとなった

課題等

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

進捗度

①　前回の同種事業の一般競争入札等において一者応札又は一
者応募となった事業については、競争入札及び企画競争の公告・
公募手続きを開始する際に「一者応札・応募の改善チェックリスト」
を活用し、内部監査組織が競争性の確保の取組が実施されてい
ることの点検を行った。

②　一者応札・応募となった事業については、入札説明会に参加
した者等に対し、アンケート調査又はヒアリングを実施した。

③　一者応札・応募になった案件等を中心に、契約監視委員会等
による事後検証を行った。

④　公益法人が2年連続して一者応札・応募で受注している案件
等について、調達担当部署による点検・見直しの結果を取りまとめ
て公表した。

⑤　前年度において契約監視委員会の個別審査の対象となった
一者応札・応募案件について、改善結果のフォローアップを行うと
ともに同委員会に報告を行った。

上記のほか、これまでの一者応札・応募の改善の取組について再
検証し、包括的な要因分析を行うとともに、競争性向上の改善方
策を取りまとめ、令和5年度の調達改善計画に反映した。

①　令和4年度下半期の調達予定情報を9月に、令和5年度上半
期の調達予定情報を3月にホームページに公表した。

②　教育関係機関や研究機関を主な対象とする事業のうち、企画
競争によるものを中心とした「公募情報」を引き続きホームページ
にて公表した。

③　メールマガジンの活用による文部科学省での企画競争・公募
等の公表、一般競争入札情報に関する調達情報配信を行った。

④　契約案件毎に、契約の相手方、契約金額等の契約情報を
ホームページで公表した。また、公表漏れ防止の目的から、内部
監査組織が調達担当部署からの契約伺いを事前監査する際に、
契約締結後は遅滞なく契約情報の公表を行うよう書面により都度
注意喚起する取組を新たに導入した。

様式1



定量的 定性的

継続 － － －

継続 - - -

継続 - - -

継続 ○

旅費業務のアウトソーシングにつ
いて、文科省と文化庁で一括調
達を行うことで、前年度（令和３年
度）と比較して約2,000万円（約
38％）の削減効果があった。

令和４年４月より文部科学本省と文化庁の会計機関を統合したことに伴い、以下のアウトソーシングを充
実・強化、又は新たに実施することとした。

・補助金・委託費等の支払いに関する事務手続きのアウトソーシングについて、これまでは文部科学本省
がその繁忙期に限定して実施していたところ、令和４年度からは通年実施としたこと、文部科学本省に加え
て文化庁もあわせて一括調達としたことで、スケールメリットを活かした調達と調達事務の効率化が図られ
た。

・庁内で使用する物品請求の取り纏めや、委託事業で取得した物品の委託事業終了後の事務手続きに係
るアウトソーシングを継続するとともに、令和４年度国家公務員宿舎の宿舎料給与控除や国有財産使用許
可申請等の支援業務を対象に新たなアウトソーシングを実施した。

以上により、一連の事務手続の早期化、業務負担の軽減及び業務の効率化が図られた。

継続 - - -

継続 - - -
省内の有益情報の共有
・決算データ等について、定期的に本省内部部局に情報提供を行い、予算の効率的な執行を図
る。

競争性のない随意契約の公表
・上記個別案件毎のリスト（随意契約によることとした理由等を含む）を作成し、四半期毎に結果
を公表するとともに、省内内部部局及び外局等で情報共有を行うものとする。

競争性のない随意契約を行う案件の検証
・競争性のない随意契約を行う案件について、個別案件毎に「公共調達の適正化について（平成
１８年８月２５日付財計第２０１７号）」等に照らして、調達する財やサービスの価格の積算構造や
価格動向等に関する情報収集等が行われているか、真にやむを得ないものかどうかの検証を行
うものとする。
検証は、内部監査組織において事前検証を行うとともに、契約監視委員会等において事後検証
を行う。

その他の取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）具体的な取組内容

新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

会計事務手続の効率化
・アウトソーシング等による業務の見直しなどにより、会計事務手続の効率化を図る。

インターネット取引（クレジットカード決済）を活用した調達の実施
・規格や性能を担保できる電化製品等を主な対象として、インターネット取引（クレジットカード決
済）を活用した調達を実施し、経費及び事務コストの削減を図る。
・一部の出先施設の水道料金の支払にクレジットカード決済を引き続き活用する。（※文部科学
省の建物は、PFI事業者のとりまとめによる光熱水料の支払が行われているため、クレジットカー
ド決済導入の余地がない）
・公用車のＥＴＣ料金の支払にクレジットカード決済を引き続き活用する。

プロジェクトマネージャー等の助言の活用
・情報システムの調達に当たっては、仕様等についてプロジェクトマネージャー等の助言等の活
用に努める。

様式２



外部有識者の氏名・役職【日本大学　教授　　有川　博】　　意見聴取日【令和5年6月20日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

競争環境の整備 一者応札となった案件についての要求原課における原因分析
がいまだ不十分なケースが散見されることから、要求原課と会
計課の情報共有・連携をしっかり図りながら、抜本的な改善に
結びつくことの出来る原因分析を行う体制を強化されたい。

御意見のとおり、要求原課と会計課の情報共有・連携を強化しながら、引き続き
一者応札・応募の抜本的な改善に結びつく原因分析に取り組むこととする。

競争環境の整備 上記に関連して、契約の第4四半期における調査・研究ものの
発注が以前目につき、これらについて無理やり年度内の執行
を強行することは、一者応札が減少しない要因となるだけでな
く、契約の目的に叶った履行内容が期待されない事態を招来
することから、発注計画・発注管理の改善を図られたい。

御意見のとおり、事業期間や納期までの期間を十分に確保することを目的として
第4四半期の事業開始を原則として禁止し、例外的に事業を開始するものについ
ては会計監査組織がその必要性及び理由等を公告・公募前にチェックする仕組
みを導入するとともに、引き続き調達担当部署に対し計画的な早期執行や公告・
公募時期の前倒しを促すこととする。

企画競争及び総合評価落札方式の適正な審査 総合評価落札方式における評価項目・評価点の設定に当た
り、要求原課によって、業者の履行実績に力点を置きすぎるあ
まり、合理的理由がないまま過去の履行実績を基礎点に設定
して適正な競争を排除しているケースが散見されることから、
総合評価方式における適切な評価項目・評価手続き等の設定
について周知を強化されたい。

御意見のとおり、総合評価落札方式おいて、明確に資格要件・実績要件の必要
性が説明できる場合を除き、技術審査の評価基準（評価項目）の必須項目（基礎
点の配点対象）に原則として実績要件を設定しないよう、委託事業の調達標準処
理マニュアルを改訂し、その旨を反映するなど周知徹底を行うこととする。

外部有識者からの意見聴取の実施状況
（対象期間：令和４年４月１日～令和５年３月31日）

様式３


